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新
年
度
を
迎
え
、
各
行
政
区
の
区
長
が
決
ま
り
ま
し

た
。
任
期
は
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら　

年
３
月　

日

23

25

31

ま
で
の
２
年
間
で
す
。
町
へ
の
意
見
・
要
望
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

各
行
政
区
長
へ
お
話
し
く
だ
さ
い
。（
紹
介
は
敬
称
略
）
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葉　
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一

（
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谷
）
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浩

（
遠
代
田
）
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昭

（
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稲
）
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瀧　
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利　

吉

（
新　

田
）
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三　

浦　
　
　

明

（
滝
の
沢
）
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鈴　

木　
　
　

旭

（
花　

立
）
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高　

橋　
　
　

烈

（
倉　

町
）
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鈴　

木　
　
　

孝

（
新
井
田
）

�
���

　

岩　

渕　

正　

美

（
三
日
町
）
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條　
　
　

昭

（　

宿　
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小
野
寺　

安　

夫

（
二
反
田
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信

（
柳
御
所
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行
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原
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明
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下
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志
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昭
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町
内
を
担
当
区
域
と
す
る
行
政
相
談
委

員
に
、
佐
藤 
伸 
さ
ん（　

区
）が
総
務
大
臣

お
さ
む

20

か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
２
年

23

間
で
す
。
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受
賞
を
町
長
に
報
告
す
る
内
藤
さ
ん

（
中
央
）と
青
木
町
議
会
議
長（
左
）

　

県
町
村
監
査
委
員
協

議
会
主
催
の
町
村
監
査

功
労
者
表
彰
式
が
盛
岡

市
で
行
わ
れ
、
本
町
監

査
委
員
の
内
藤
和
雄
さ

ん
（　

区
）
に
同
協
議

12

会
長
か
ら
表
彰
状
が
贈

ら
れ
ま
し
た
。

　

内
藤
さ
ん
は
平
成　
17

年
２
月
か
ら
本
町
の
代

表
監
査
委
員
を
務
め
て

お
り
、
地
方
自
治
の
振

興
と
発
展
に
努
め
ら
れ

た
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま

し
た
。

����さん
（長島字佐野）
　�46-2289

【再任】
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　平泉の文化遺産は、６月の世界遺
産登録を目指しています。このコー
ナーでは、登録に向けた取り組み状
況についてお知らせします。
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昨
年
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
催
さ
れ
た

第　

回
世
界
遺
産
委
員
会
の
様
子

34

　「平泉」の登録可否を審議する第35回世界遺産委員会
は、６月19日から29日までバーレーン王国からフラン
スのパリ（ユネスコ本部）に会場を変更して開催され
ます。これに先立ち、登録再チャレンジの行く末を大
きく左右する「イコモス勧告」が、５月８日前後に発
表されます。この勧告は世界遺産委員会の開催６週間
前までに、ユネスコの世界遺産センターに対して行わ
れるもので、４段階で示されます（※別表参照）。
　イコモス（国際記念物遺跡会議）は、世界の歴史的な
記念物や歴史的建造物、遺跡の保存に関わる専門家を

メンバーとする国際的な非政府組織（ＮＧＯ）です。
　ユネスコの諮問機関として世界遺産登録推薦書の審
査や資産の現地調査を行い、その評価を勧告する役目
がゆだねられています。
　平成20年の世界遺産委員会では、イコモス勧告の評
価を尊重し「平泉」の「登録延期」が決議されています。
　本年６月に開催される世界遺産委員会での「平泉」
再審議で、今回の勧告内容が大きな影響力を持つこと
は言うまでもありません。
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　①史跡内では�建築物の新・増・改築�工作物の設置
や改修�仮設物の設置�管や側溝・ケーブルなどの埋設
や改修�土木工事などによる掘削や造成�地面の舗装�
道路や水路の改修や補修�樹木の伐採―など史跡の現状
を変更し、その保存に影響を及ぼす行為をする場合には、
文化財保護法第125条第１項の規定により現状変更の許
可が必要です。また建物の解体や工作物・埋設物などの
撤去も許可が必要になります。

　②原則として事前に発掘調査を実施します。調査によ
り現状変更行為が適切かどうか判断します。
　③許可申請書を提出していただき、審査で決定されま
す。許可者は文化庁長官（一部は県教委に委任）です。
　④申請から審査を経て結果が出るまで２、３カ月かか
ります。県教委許可案件の場合は１カ月程度です。
　⑤許可後に申請内容などを変更しようとするときは、
変更することについて許可を受けなければなりません。
　⑥現状変更完了後、速やかに終了報告書を提出してい
ただきます。
　（注）特別史跡中尊寺境内、特別史跡毛越寺境内附鎮
守社跡、特別名勝毛越寺庭園、名勝旧観自在王院庭園、
特別史跡無量光院跡、史跡柳之御所・平泉遺跡群、史跡
金鶏山、史跡達谷窟
�������平泉文化遺産センター　�46-4012
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世界遺産としての価値を認め、世界遺産一覧表へ
の記載を勧める。

登　　録

世界遺産としての価値を認めつつ、追加情報の提
出を求めた上で次回以降の委員会で審議する。

情報照会

より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要。
推薦書を再提出した後、再度イコモスの審査を受
ける必要がある。

登録延期

世界遺産にふさわしくないもの。例外的な場合を
除き再推薦は不可。

不 登 録
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【別表】


